
令和２年度当初予算の各事業概要
単位（千円）

部局名 款名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

総務部 諸支出金 地方消費税清算金 都道府県清算金 56,827,608 56,827,608

各都道府県に納付された地方消費税は消費に関連した基準（商業統計の
小売年間販売額、経済センサス活動調査のサービス業対個人事業収入
額等）によって、都道府県間において清算を行う。
清算時期：2～4月    5月に清算
    5～7月  8月に清算
    8～10月  11月に清算
   11～1月  2月に清算

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 利子割交付金 市町交付金 261,954 261,954

県民税利子割税収額に政令で定める率（99/100）を乗じた額の3/5を各市
町に係る個人の県民税の額（3ヶ年分）に按分して当該市町に交付する。
 令和2年3月～令和3年2月までの県民税利子割税収額を対象とする。
交付時期： 3～7月 8月に交付
    8～11月 12月に交付
     12～2月   3月に交付

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 配当割交付金 市町交付金 1,338,173 1,338,173

県民税配当割税収額に政令で定める率（99/100）を乗じた額の3/5を各市
町に係る個人の県民税の額（3ヶ年分）に按分して当該市町に交付する。
令和2年3月～令和3年2月までの県民税配当割税収額を対象とする。
交付時期： 3～7月   8月に交付
     8～11月  12月に交付

    12～2月   3月に交付

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 株式等譲渡所得割交付金 市町交付金 950,990 950,990

県民税株式等譲渡所得割税収額に政令で定める率（99/100）を乗じた額
の3/5を各市町に係る個人の県民税の額（3ヶ年分）に按分して当該市町
に交付する。
令和2年3月～令和3年2月までの県民税株式等譲渡所得割税収額を対象
とする。
交付時期：3月に交付

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 法人事業税交付金 市町交付金 2,821,993 2,821,993

法人事業税収入額に政令で定める率（3.4/100）を乗じ た額を、各市町に
おける法人市町民税法人税割の前３年度の平均額で按分して当該市町に
交付する。
令和元年10月～令和3年2月までの法人事業税収入額を対象とする。
交付時期：R1.10～R2. 7 R2. 8に交付
       R2. 8～R2.11  R2.12に交付
     R2.12～R3. 2 R3. 3に交付

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 地方消費税交付金 市町交付金 38,357,078 38,357,078

清算後の地方消費税収入額の1/2を、市町に対して人口 及び従業者数に
按分して交付する。
令和2年2月～令和3年1月までの清算後の地方消費税収入額を対象とす
る。
交付時期：2～4月 6月に交付
     5～7月 9月に交付
     8～10月   12月に交付
    11～1月   3月に交付

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 ゴルフ場利用税交付金 市町交付金 1,128,931 1,128,931

ゴルフ場利用税の収入額の7/10に相当する額をゴルフ場利用税交付金と
してゴルフ場が所在する市町に交付する。
令和2年3月～令和3年2月までのゴルフ場利用税収入額を対象とする。
交付時期： 3～7月 8月に交付
         8～11月  12月に交付

    12～2月   3月に交付

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 自動車取得税交付金 市町交付金 100 100

自動車取得税収入額に政令で定める率（95/100）を乗じた額に7/10に相
当する額を市町に対し、市町道の延長及び面積に按分して交付する。 行財政改革の推進による県財政の

的確な運営



令和２年度当初予算の各事業概要
単位（千円）

部局名 款名 事業名 細事業名 事業費 県費 事業概要（目的） 政策体系名称

総務部 諸支出金 環境性能割交付金 市町交付金 921,436 921,436

自動車税環境性能割収入額に政令で定める率（95/100）を乗じた額に
47/100に相当する額を市町に対し、市町道の延長及び面積に按分して交
付する。
令和2年4月から令和3年3月までの自動車税環境性能割 収入額を対象と
する。
交付時期： 4～ 7月 8月に交付

8～11月  12月に交付
   12～ 3月 3月に交付

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営

総務部 諸支出金 利子割精算金 関係都道府県精算金 100 0

法人の利子所得に対して二重課税される県民税法人税割と利子割は、
法人が確定申告で、法人税割から利子割分を控除して申告する（控除しき
れない場合還付を受ける）ことで調整されるものであるが、当該利子割の
納入都道府県と、控除・還付する都道府県とが異なることから都道府県間
で精算を行う。
精算時期： 1～5月 7月に精算
     6～9月 11月に精算

     10～12月  2月に精算

行財政改革の推進による県財政の
的確な運営


